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(57)【要約】
【課題】　自己整合損傷層を有するデバイス構造体及び
そのデバイス構造体の形成方法を提供する。
【解決手段】　デバイス構造体は、基板の半導体材料内
部に画定された第１導電型の第１及び第２ドープ領域を
有する。逆の導電型の第３ドープ領域が、横方向に第１
ドープ領域を第２ドープ領域から分離する。ゲート構造
部が基板の上表面に配置され、第３ドープ領域と垂直方
向で重なる関係を有する。第１結晶損傷層は基板の半導
体材料の内部に画定される。第１結晶損傷層は、基板の
半導体材料によって取り囲まれた第１の複数のボイドを
有する。第１ドープ領域は、第１結晶損傷層と基板の上
表面との垂直方向の間に配置される。第１結晶損傷層は
横方向に第３ドープ領域内には延びない。
【選択図】　　　図７
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　上表面を有する半導体材料の基板の内部に形成されるデバイス構造体であって、
　前記基板の前記半導体材料内に画定された、第１導電型の第１ドープ領域と、
　前記基板の前記半導体材料内に画定された、前記第１導電型の第２ドープ領域と、
　前記基板の前記半導体材料内の、前記第１ドープ領域と前記第２ドープ領域の間に配置
された第３ドープ領域であって、該第３ドープ領域の前記半導体材料は前記第１導電型と
は逆の第２導電型を有する、第３ドープ領域と、
　前記基板の前記上表面の上にあり、前記第３ドープ領域と垂直方向に重なる関係にある
ゲート構造部と、
　前記基板の前記半導体材料の内部にある、前記基板の前記半導体材料によって取り囲ま
れた第１の複数のボイドを含んだ第１結晶損傷層と、
を備え、
　前記第１ドープ領域の少なくとも一部分は、垂直方向で前記第１結晶損傷層と前記基板
の前記上表面との間に配置され、前記第１結晶損傷層は前記ゲート構造部の下方を横方向
に有意な距離は延びない、
デバイス構造体。
【請求項２】
　前記第１の複数のボイドの少なくとも一部は不活性気体を含む、請求項１に記載のデバ
イス構造体。
【請求項３】
　前記第２導電型はｐ型の導電性であり、従って前記第３ドープ領域内の前記半導体材料
はｐ型導電性を有し、前記第１結晶損傷層は圧縮性応力を前記第３ドープ領域に効果的に
伝達する、請求項１に記載のデバイス構造体。
【請求項４】
　前記第３ドープ領域は前記第１ドープ領域に並置されて前記第１ドープ領域と界面に沿
って交わり、前記第１結晶損傷層は前記界面の垂直部分に概ね垂直に位置合せされた関係
を有する、請求項１に記載のデバイス構造体。
【請求項５】
　前記第１ドープ領域は電界効果トランジスタのドレインであり、前記第２ドープ領域は
前記電界効果トランジスタのソースであり、前記ゲート構造部は、ゲート電極と、該ゲー
ト電極を前記基板の前記上表面から分離するゲート誘電体層とを含む、請求項１に記載の
デバイス構造体。
【請求項６】
　前記第１結晶損傷層は、前記第１ドープ領域の境界内に含まれる深さに配置され、
　前記基板の前記半導体材料の内部の第２結晶損傷層をさらに含み、
　前記第２結晶損傷層は、前記基板の前記半導体材料により取り囲まれた第２の複数のボ
イドを含み、前記第１ドープ領域は、垂直方向で前記第２結晶損傷層と前記上表面との間
に配置される、請求項１に記載のデバイス構造体。
【請求項７】
　前記第２結晶損傷層は、前記ゲート構造部の下方を横方向に有意な距離は延びない、請
求項６に記載のデバイス構造体。
【請求項８】
　前記第１ドープ領域は垂直方向で前記第１結晶損傷層と前記上表面との間に配置される
、請求項１に記載のデバイス構造体。
【請求項９】
　前記基板の前記半導体材料の内部の第２結晶損傷層をさらに含み、
　前記第２結晶損傷層は、前記基板の前記半導体材料により取り囲まれた第２の複数のボ
イドを含み、前記第２ドープ領域の少なくとも一部分は垂直方向で前記第２結晶損傷層と
前記基板の前記上表面との間に配置される、
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請求項１に記載のデバイス構造体。
【請求項１０】
　前記第２結晶損傷層は、前記第３ドープ領域の一部分によって前記第１結晶損傷層から
分離され、前記第１結晶損傷層と前記第２結晶損傷層は不連続となる、請求項９に記載の
デバイス構造体。
【請求項１１】
　前記第２結晶損傷層は、前記ゲート構造部の下方を横方向に有意な距離は延びない、請
求項９に記載のデバイス構造体。
【請求項１２】
　前記第１結晶損傷層は、前記基板を通り抜けるイオン化放射により生成する電荷キャリ
アを収集し、それにより前記第１ドープ領域への前記電荷キャリアの移動を効果的に防ぐ
再結合中心を含む、請求項１に記載のデバイス構造体。
【請求項１３】
　前記ゲート構造部は第１側壁を含み、前記第１結晶損傷層は、前記ゲート構造部の前記
第１側壁に概ね垂直に位置合せされて配置された端部において終る、請求項１に記載のデ
バイス構造体。
【請求項１４】
　前記ゲート構造部は前記第１側壁と対向する第２側壁を有し、
　前記基板の前記半導体材料の内部の第２結晶損傷層をさらに含み、
　前記第２結晶損傷層は、前記基板の前記半導体材料により取り囲まれた第２の複数のボ
イドを含み、前記第２結晶損傷層は、垂直方向で前記第２ドープ領域の少なくとも一部分
と前記基板の前記上表面との間に配置され、前記第２結晶損傷層は、前記ゲート構造部の
前記第２側壁に概ね垂直に位置合せされて配置された終端部を有する、
請求項１３に記載のデバイス構造体。
【請求項１５】
　前記第２結晶損傷層は、前記第３ドープ領域の一部分によって前記第１結晶損傷層から
分離され、前記第１結晶損傷層と前記第２結晶損傷層は不連続となる、請求項１４に記載
のデバイス構造体。
【請求項１６】
　前記第１ドープ領域と前記第３ドープ領域はｐ－ｎ接合部に沿って交わり、前記第１結
晶損傷層の前記端部は前記ｐ－ｎ接合部に概ね横方向に位置合せされる、請求項１３に記
載のデバイス構造体。
【請求項１７】
　半導体材料で構成される基板の内部にデバイス構造体を製造する方法であって、
　前記基板の前記半導体材料内に第１導電型の第１ドープ領域を形成するステップと、
　前記半導体材料内の前記第１導電型の第２ドープ領域であって、前記第１導電型とは逆
の第２導電型を有する第３ドープ領域によって前記第１ドープ領域から横方向に分離され
る、前記第２ドープ領域を形成するステップと、
　前記基板の上表面の上にある、前記第３ドープ領域と垂直方向に重なる関係を有するゲ
ート構造部を形成するステップと、
　前記基板の前記半導体材料によって取り囲まれた第１の複数のボイドを形成して第１結
晶損傷層を画定するステップと
を含み、
　前記第１結晶損傷層は、前記第１ドープ領域の少なくとも一部分により前記上表面から
分離され、前記第３ドープ領域内に横方向に有意な距離は延びない、
方法。
【請求項１８】
　前記第１の複数のボイドを形成するステップは、
　不活性気体の第１の複数のイオンを、第１運動エネルギーにおいて第１ドーズ量で前記
基板内に注入するステップと、
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　前記基板をアニールして前記第１の複数のイオンにより前記半導体材料内に生成された
点欠陥を前記第１の複数のボイド内に凝集させるステップと
をさらに含む、請求項１７に記載の方法。
【請求項１９】
　前記注入された第１の複数のイオンからの前記不活性気体の原子は、前記点欠陥と共に
前記第１の複数のボイド内に凝集され、その結果前記第１の複数のボイドの少なくとも一
部は前記不活性気体の１つ又は複数の原子を含む、請求項１８に記載の方法。
【請求項２０】
　前記ゲート構造部は前記基板の前記上表面の上に形成され、
　前記ゲート構造部及び前記上表面の上にレジスト層を塗布するステップと、
　前記レジスト層をパターン付けして前記第１ドープ領域の上にある前記上表面の第１領
域を露出させるステップと、
　前記不活性気体の前記第１の複数のイオンの注入の間、前記ゲート構造部および前記レ
ジスト層を、前記第３ドープ領域を覆う注入マスクとして用いて、前記第１結晶損傷層の
終端部を前記ゲート構造部の第１側壁と垂直方向において概ね位置合せするステップと
　をさらに含む、
請求項１８に記載の方法。
【請求項２１】
　前記注入マスクを用いて、前記不活性気体の第２の複数のイオンを、第１運動エネルギ
ーとは異なる第２運動エネルギーにおいて第２ドーズ量で前記基板内に注入して第２の複
数のボイドを形成し第２結晶損傷層を画定するステップをさらに含み、
　前記第２結晶損傷層は、前記ゲート構造部の前記第１側壁と垂直方向において概ね位置
合せされた端部を有し、前記第１ドープ領域の少なくとも一部分によって前記基板の前記
上表面から分離される、
請求項２０に記載の方法。
【請求項２２】
　前記レジスト層は、前記第２ドープ領域の上にある前記上表面の第２領域を露出させる
ようにパターン付けされ、
　前記不活性気体の前記第１の複数のイオンの一部が前記上表面の前記第２領域を通して
前記第２ドープ領域に浸透することを可能にして、第２の複数のボイドを形成し第２結晶
損傷層を画定するステップをさらに含み、
　前記第２結晶損傷層は、前記ゲート構造部の第２側壁に概ね位置合せされた終端部を有
し、前記第３ドープ領域によって前記第１結晶損傷層から横方向に分離される、
請求項２０に記載の方法。
【請求項２３】
　前記第１導電型の前記第１ドープ領域を形成するステップは、
　前記注入マスクを用いて、不純物種の複数のイオンを前記基板の前記半導体材料の内部
に注入し、前記基板の前記半導体材料をドープして前記第１ドープ領域にするステップを
さらに含む、
請求項２０に記載の方法。
【請求項２４】
　前記第１ドープ領域と前記第３ドープ領域は界面に沿って交わり、前記第１結晶損傷層
は前記界面に概ね位置合せされた終端部を有する、請求項１７に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、一般に半導体デバイス製造に関し、より具体的には、改善されたソフト・エ
ラー率抑制を有し、性能向上のための歪みが組み込まれたデバイス構造体、及びそのよう
なデバイス構造体の形成方法に関する。
【背景技術】
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【０００２】
　半導体産業は、デバイス性能を向上させ、相補型金属酸化膜半導体（ＣＭＯＳ）プロセ
スにより製造される電界効果トランジスタ及び他のバルク・デバイス構造体の電力を節約
するための割安で効果的な方法として歪み含有シリコンを採用している。具体的には、電
界効果トランジスタのチャネル領域に機械的応力を加えることでキャリア移動度を変化さ
せることができる。一つの従来の手法は、チャネル領域の結晶格子に歪みを加えることが
できるいわゆる埋込みストレッサをデバイス構造体内に直接導入することである。例えば
、シリコン・ゲルマニウム材料から構成される埋込みストレッサは、電界効果トランジス
タのソース及びドレイン領域の下に直接形成することができる。シリコン・ゲルマニウム
材料の格子定数はシリコンと比べて相対的に大きく、このことが電界効果トランジスタの
介在するチャネル領域に圧縮歪みを加える。
【０００３】
　普通、これらの埋込みストレッサ内のゲルマニム含有量は最大で１５原子パーセント又
はそれ以下に制限される。このレベルを超えてゲルマニム含有量を増加させると、欠陥の
導入及び歪みの緩和が始まる。さらに、デバイス製造プロセス中の熱処理もまた、埋込み
ストレッサにより付与される歪みを緩和させ易い。従って、これら及び他の制約が最終的
に、バルクＣＭＯＳ電界効果トランジスタ内のキャリア移動度を変化させるための埋込み
シリコン・ゲルマニウム・ストレッサの有用性を制限する。
【０００４】
　宇宙用途に用いられる高性能集積回路並びに軍用又は他の高信頼性用途に用いられる高
性能集積回路に対して、高エネルギー・イオン化放射によって引き起されるラッチアップ
に対する高耐性を有するバルクＣＭＯＳ電界効果トランジスタを設計することが、益々重
要になっている。高エネルギー・イオン化放射（例えば宇宙線、中性子、プロトン、アル
ファ線）の衝突は、その軌跡にそったホスト材料の原子のイオン化による電子・ホール対
を生成し、これがラッチアップ及びシングル・イベント・アップセット（single event u
pset）を引き起す。宇宙用途においては集積回路を簡単に交換することができないので、
ラッチアップを受け易いバルクＣＭＯＳデバイスによるチップ故障は破局的なものとなり
得る。
【０００５】
　通常、ブランケット埋込み再結合層が放射耐性を強くするために用いられてきた。連続
的なブランケット再結合層は、宇宙線などのイオン化放射により引き起される事象からの
電荷収集を減少させ、ラッチアップ及びシングル・イベント・アップセットに対するデバ
イスの感受性を減少させる。しかし、ブランケット埋込み再結合層は、電界効果トランジ
スタのチャネル領域を損傷させ、デバイス性能を劇的に劣化させる可能性がある。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　要約すると、従来のデバイス構造体及びその製造方法のこれら及び他の欠陥を、デバイ
ス構造体に付与される歪みの増加とソフト・エラー率の抑制を同時に可能にすることによ
って克服する、バルクＣＭＯＳデバイスの改善されたデバイス構造体及び製造方法が必要
である。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明の一実施形態において、デバイス構造体は、基板の半導体材料内に画定された、
第１の導電型の第１及び第２のドープ領域を含む。第３のドープ領域が、基板の半導体材
料内において、第１及び第２ドープ領域の横方向の間に配置される。第３ドープ領域の半
導体材料は、第１導電型とは逆の第２の導電型を有する。基板の上表面に配置されるゲー
ト構造部は第３ドープ領域に対して垂直方向に積み重なる関係を有する。デバイス構造体
は、基板の半導体材料内の第１の結晶損傷層をさらに含む。この第１結晶損傷層は、基板
の半導体材料で取り囲まれた第１の複数のボイドを有する。第１ドープ領域の少なくとも
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一部分は、垂直方向で第１結晶損傷層と基板の上表面との間に配置される。第１結晶損傷
層は、ゲート構造部の下方で横方向に有意な距離は延びない。第１及び第２ドープ領域は
、電界効果トランジスタのソース及びドレインとすることができ、ゲート構造部は電界効
果トランジスタのゲート電極及びゲート誘電体とすることができる。
【０００８】
　本発明の別の実施形態において、半導体材料で構成される基板内にデバイス構造体を製
造する方法が提供される。本方法は、基板の半導体材料の内部に第１導電型の第１及び第
２ドープ領域を形成するステップを含み、その際、第２ドープ領域は、第１導電型とは逆
の第２導電型を有する第３ドープ領域によって、第１ドープ領域から横方向に分離される
。ゲート構造部は、基板の上表面に形成され、第３ドープ領域に対して垂直方向に積み重
なる関係を有する。本方法は、基板の半導体材料に取り囲まれた第１の複数のボイドを形
成して、第１ドープ領域の少なくとも一部分により基板の上表面から分離され且つゲート
構造部の下方を横方向に有意な距離は延びない第１結晶損傷層を画定するステップをさら
に含む。
【０００９】
　添付の図面は、本明細書に組み入れられその部分を構成するものであり、本発明の種々
の実施形態を示し、本発明の上記の一般的記述及び下記の実施形態の詳細な記述と共に、
本発明の実施形態を説明するのに役立つ。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１０】
　図１を参照すると、本発明の一実施形態によれば、浅いトレンチ分離領域１０、１２を
典型とする浅いトレンチ分離領域が基板１４の内部に形成される。浅いトレンチ分離領域
１０、１２は、基板１４のデバイス領域の周囲を取り囲むように接続する。浅いトレンチ
分離領域１０、１２は協同して、基板１４の取り囲まれた領域内に製造される１つ又は複
数のデバイスを隣接するデバイスから電気的に絶縁する。
【００１１】
　浅いトレンチ分離領域１０、１２に含まれる誘電体材料は二酸化シリコン（ＳｉＯ２）
から構成することができ、標準的な技術を用いて形成することができる。例えば、トレン
チは、標準的なリソグラフィ及び異方性乾式エッチングを用いて基板１４の内部に画定し
、誘電体材料、例えば熱化学気相堆積（ＣＶＤ）により堆積させた緻密化テトラエチルオ
ルトシリケート（ＴＥＯＳ）のような酸化物又は高密度プラズマ（ＨＤＰ）酸化物で充填
し、通常の化学機械研磨（ＣＭＰ）プロセスにより平坦化することができる。平坦化は、
基板１４の上表面から余分な誘電体材料を除去する。
【００１２】
　基板１４は、当業者が集積回路の形成に適すると認識する半導体材料を含む任意の適切
なバルク基板とすることができる。例えば、基板１４は、（１００）結晶格子配向を有す
る単結晶シリコンのような、単結晶シリコン含有材料で構成されたものとすることができ
る。基板１４を構成する半導体材料は不純物で軽度にドープしてその電気的特性を変える
ことができる。具体的には、基板１４はｎ型不純物種で軽度にドープして最初にｎ型にす
ることができ、或いはｐ型不純物で軽度にドープして最初にｐ型にすることができる。浅
いトレンチ分離領域１０、１２により取り囲まれたデバイス領域は井戸（ウェル）１５の
中に画定され、その井戸は形成されるデバイス構造体がp型チャネル・デバイス構造体で
あるか又はｎ型チャネル・デバイス構造体であるかに応じてｎ型井戸又はｐ型井戸とする
ことができる。井戸１５は、ＣＭＯＳバルク・デバイス構造の分野の当業者には既知の、
イオン注入のような技術により形成される。
【００１３】
　ゲート誘電体層１６、ゲート導電体層１８、及びハードマスク層２０を含む層状スタッ
クが基板１４の上表面２２に付着される。ゲート誘電体層１６は、上表面２２に直接接触
し、基板１４とゲート導電体層１８の間に配置される。ゲート導電体層１８は、ゲート誘
電体層に直接接触し、ハードマスク層２０とゲート誘電体層１６の間に配置される。
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【００１４】
　ゲート誘電体層１６は、それらに限定されないが、ＳｉＯ２、酸窒化シリコン（ＳｉＯ
ｘＮｙ）、窒化シリコン（Ｓｉ３Ｎ４）、例えば酸化ハフニウム（ＨｆＯ２）、酸窒化ハ
フニウム（ＨｆＯＮ）、又は比較的高い誘電率により特徴付けられる酸化ジリコニウム（
ＺｒＯ２）のような高k誘電体、若しくはこれら及び他の誘電体材料の層状スタックを含
む、任意の適切な誘電体又は絶縁材料で構成することができる。ゲート誘電体層１６は、
約１ｎｍから約１０ｎｍまでの範囲の物理的な層厚を有することができる。ゲート誘電体
層１６を構成する誘電体材料は、基板１４の半導体材料と反応物の熱反応、原子層堆積（
ＡＬＤ）、ＣＶＤプロセス、物理気相堆積（ＰＶＤ）プロセス、又はこれら異なる堆積プ
ロセスの組合せによって形成することができる。
【００１５】
　ゲート導電体層１８は、金属、ドープ・ポリシリコン、金属シリサイド、又はこれらの
導電性材料の層状スタックのような、ゲート誘電体層１６よりも顕著に高い導電率により
特徴付けられる材料で構成される。ハードマスク層２０は、ＣＶＤプロセスのような通常
の堆積プロセスにより形成されるＳｉ３Ｎ４のような誘電体材料で構成される。ハードマ
スク層２０を形成する誘電体材料は、基板１４を構成する材料に対して選択的にエッチン
グされるように選択される。異なる誘電体材料の比較的薄いパッド層（図示せず）を基板
１４とハードマスク層２０の間に設けることができる。この随意のパッド層は、基板１４
の上表面２２の湿式又は乾式熱酸化により成長させたＳｉＯ２で構成されることが多いが
、ハードマスク層２０の内部の応力によって誘起される基板１４の半導体材料内の転位を
防止するバッファ層として機能することができる。
【００１６】
　ハードマスク層２０は、有機材料で構成されるレジスト層２４によって覆われる。レジ
スト層２４は、通常の塗布方法により塗布され、通常のフォトリソグラフィ及びエッチン
グ・プロセスによってパターン付けされる。フォトリソグラフィ・プロセスは、レジスト
層２４を、フォトマスクを用いて画像化放射に露光し、上表面２２にわたって分布するゲ
ート構造部の潜像パターンを付与するステップと、露光されたレジスト内の潜像パターン
を現像して、ハードマスク層２０の部分を覆うレジスト層２４の残留領域を画定するステ
ップとを含む。パターン付けされたレジスト層２４は、続いてエッチング・プロセスによ
りハードマスク層２０、ゲート導電体層１８、及びゲート誘電体層１６をパターン付けす
るためのエッチング・マスクを画定する。
【００１７】
　同じ参照符号が図１及びその後の製造段階におけるのと同じ構造部を示す図２を参照す
ると、次にゲート構造部のパターンが、異方性乾式エッチング・プロセス、例えば反応性
イオン・エッチング（ＲＩＥ）プロセス又はプラズマ・エッチング・プロセスを用い、そ
してパターン付けされたレジスト層２４により画定されたエッチング・マスクを用いて、
レジスト層２４（図１）からハードマスク層２０に転写される。レジスト層２４がアッシ
ング（灰化）又は溶媒剥離により除去された後、ゲート構造部のパターンは次に、別の異
方性乾式エッチング・プロセス及び物理的エッチング・マスクとしてパターン付けされた
ハードマスク層２０を用いて、ハードマスク層２０からゲート導電体層１８及びゲート誘
電体層１６（図１）に転写される。ハードマスク層２０によって覆われた関心のある領域
内で、ゲート導電体層１８及びゲート誘電体層１６が無傷で残される。ハードマスク層２
０がない場所ではゲート導電体層１８及びゲート誘電体層１６はエッチング除去される。
【００１８】
　各々のゲート構造部、例えば典型的なゲート構造部３０の、結果として得られたゲート
電極２６及びゲート誘電体２８は、浅いトレンチ分離領域１０、１２により取り囲まれた
デバイス領域の境界の内部に位置する。ゲート構造部３０は、誘電体材料で構成される側
壁スペーサ３２、３４をさらに含むことができ、これらは通常のスペーサ形成プロセスに
よりゲート電極２６及びゲート誘電体２８の側壁２５、２７の上に形成される。側壁スペ
ーサ３２、３４は、電気的絶縁材料、例えばＣＶＤにより堆積させる約１０ナノメートル
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から約５０ナノメートルまでのＳｉ３Ｎ４の共形層を、基板１４にわたって堆積させ、次
いで共形層を異方性エッチングして電気絶縁材料を水平面から優先的に除去することによ
って形成することができる。側壁スペーサ３２、３４内の誘電体材料の導電率は、ゲート
電極２６の導電体の導電率よりも十分に小さい。スペーサ３２、３４は、ゲート電極２６
の側壁２５、２７の位置を有効に延長する。本発明のある特定の実施形態においては、側
壁スペーサ３２、３４は省略することができる。
【００１９】
　同じ参照符号が図２及びその後の製造段階におけるのと同じ構造部を示す図３を参照す
ると、ソース及びドレイン領域、例えば典型的なソース領域３６及びドレイン領域３８が
、基板１４の半導体材料をドーピングすることにより、基板１４にわたって形成される。
チャネル領域３７がソース領域３６とドレイン領域３８の間に配置される。チャネル領域
３７は、井戸１５の一部分であり同じ導電型を有し、ドーピング・プロセス中、上層のゲ
ート電極２６、ゲート誘電体２８、及びハードマスク層２０により、並びに上層の注入マ
スク４０によって保護される。注入マスク４０はパターン付けされたレジスト層２４（図
１）と同じ方法でフォトレジスト層から形成され、基板１４の上表面２２にわたってソー
ス及びドレイン領域３６、３８のための表面領域を露出させるようにパターン付けされる
。
【００２０】
　ソース及びドレイン領域３６、３８は、一方向矢印４２により図式的に示されるように
基板１４の半導体材料内に高エネルギー・イオンを注入するイオン注入プロセスを用いて
画定することができる。ソース及びドレイン領域３６、３８の半導体材料の、結果として
得られる導電型は、井戸１５を構成する半導体材料の導電型とは逆になる。例えば、ソー
ス及びドレイン領域３６、３８の半導体材料はｎ型導電を有し、井戸１５の半導体材料は
ｐ型導電を有することができる。シリコン中の適切なｎ型ドーパントは、それらに限定さ
れないが砒素及びリンを含む周期表のＶ族元素である。或いは、ソース及びドレイン領域
３６、３８は、周期表のＩＩＩ族元素から選択される適切なｐ型不純物、例えばホウ素で
ドープすることができ、井戸１５の半導体材料はｎ型導電を有することができる。
【００２１】
　イオン４２のドーズ量は、ソース及びドレイン領域３６、３８を構成する半導体材料を
、デバイス設計に対して選択された適切な不純物濃度でドープするように選択される。イ
オン４２の運動エネルギー、並びにハードマスク層２０及び注入マスク４０の厚さは、ハ
ードマスク層２０及び注入マスク４０内のイオン４２の深さ方向のプロファイルが、ゲー
ト電極２６の上表面４４よりも浅くなるように選択される。ソース／ドレイン延長領域及
びハロ領域（図示せず）は、傾斜イオン注入により、ゲート電極２６の側壁２５、２７の
下方の基板１４の半導体材料内に設けることができる。
【００２２】
　基板１４は、ソース及びドレイン領域３６、３８内の注入不純物を電気的に活性化し拡
散するため、及び、注入によるソース及びドレイン領域３６、３８内の最初の注入損傷を
修復するためにアニールすることができる。ソース及びドレイン領域３６、３８が結晶損
傷層４６ａ、４６ｂの後に形成される場合には、随意にこのアニールを用いて、後述のよ
うに点欠陥と不活性気体原子を一体化して結晶損傷層４６ａ、４６ｂを形成することがで
きる。
【００２３】
　異なる導電型の間の正味のドーピング遷移は、ｐ－ｎ接合部、又はソース領域３６と逆
ドープ井戸１５の界面３５に沿って起り、そしてｐ－ｎ接合部、又はドレイン領域３８と
逆ドープ井戸１５の界面３９に沿って起る。ソース領域３６は、界面３５の横方向縁部に
沿ってチャネル領域３７と交わる。ドレイン領域３８は、界面３９の横方向縁部に沿って
チャネル領域３７と交わる。ゲート電極２６のスペーサ３２及びそれぞれの側壁２５は、
基板１４の上表面２２に垂直な方向において、ソース領域３６とチャネル領域３７の間の
界面３５の横方向縁部に対して実質的に位置合せされる。同様にゲート電極２６のスペー
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サ３４及びそれぞれの対向する側壁２７は、基板１４の上表面２２に垂直な方向において
、ドレイン領域３８とチャネル領域３７の間の界面３９の横方向縁部に対して実質的に位
置合せされる。界面３５の水平縁部は、上表面２２に関して界面３９の水平縁部と凡そ同
じ深さにあり、浅いトレンチ分離領域１０から界面３５の横方向縁部に連結する角まで延
びる。界面３９の水平縁部は、浅いトレンチ分離領域１２から界面３９の横方向縁部に連
結する角まで延びる。界面３５、３９の水平縁部は、ソース及びドレイン領域３６、３８
と井戸１５の間のそれぞれの交差部分を定める。
【００２４】
　同じ参照符号が図３及びその後の製造段階におけるのと同じ構造部を示す図４を参照す
ると、結晶損傷層４６ａ及び４６ｂが、一方向矢印４８により図式的に示されるように、
基板１４内に不活性気体の高エネルギー・イオンを注入することによって形成される。高
エネルギー・イオン４８を生成するのに用いられる不活性気体は、基板１４の半導体材料
内に中性の不純物をもたらすように選択される。ある特定の実施形態において、イオン４
８の及びそれゆえにボイド５０内の不活性気体は、例えばヘリウム又はネオンとすること
ができる。イオン４８の注入ドーズ量は、結晶損傷層４６ａ、４６ｂの形成を促進するよ
うに選択される。
【００２５】
　結晶損傷層４６ａ、４６ｂは上表面２２の下方に凡そ同じ深さに配置される。結晶損傷
層４６ａは浅いトレンチ領域１０から水平に延びて、界面３５の垂直縁部直前の明確な端
部４７で終る。同様に、結晶損傷層４６ｂは浅いトレンチ領域１２から水平に延びて、界
面３９の垂直縁部直前の明確な端部４９で終る。従って、結晶損傷層４６ａ、４６ｂは、
ゲート電極２６の下方で連続性を有さず、結晶損傷層４６ａの端部４７と結晶損傷層４６
ｂの端部４９との間に配置されるチャネル領域３７により、互いに分離される。
【００２６】
　典型的な実施形態において、イオン４８の運動エネルギーは、結晶損傷層４６ａの深さ
がソース領域３６とチャネル領域３７の間の界面３５の水平縁部よりも浅くなるように、
そして結晶損傷層４６ｂの深さがドレイン領域３８とチャネル領域３７の間の界面３９の
水平縁部より浅くなるように選択される。イオン４８の運動エネルギーの選択に関連して
、ハードマスク層２０及び注入マスク４０の合計の厚さは、ハードマスク層２０及び注入
マスク４０内におけるイオン４８の深さプロファイルがゲート電極２６の上表面４４より
も浅くなるように選択される。
【００２７】
　高エネルギー・イオン４８は、基板１４の上表面２２に垂直又は近垂直入射で衝突する
ように向けられるが、本発明はそれに限定されない。特定の実施形態において、イオン４
８の軌道は、上表面２２の法線に対して意図的に傾ける又は角度を付けることができ、こ
れが横方向に不均一なボイド分布を生ずることができる。ソース及びドレイン領域３６、
３８内において、チャネル領域３７の近くに局在する、垂直に分布したボイド５０の不均
一な割当てを有する領域は、チャネル領域３７内へのドーパントの横方向の拡散を遮断す
るように機能することができる。
【００２８】
　高エネルギー・イオン４８は、基板１４に浸透するとき、半導体材料の組成物中の原子
及び電子との散乱事象によりエネルギーを失う。電子によるエネルギー損失は比較的高エ
ネルギーで基板１４内の浅い深さにおいて支配的であり、原子核によるエネルギー損失は
比較的低エネルギーで投射された領域の近くにおいて支配的である。電子的相互作用にお
いてイオン４８が失うエネルギーは、次にフォノンに転化し、これが半導体材料を加熱す
るが基板１４に恒久的な結晶損傷を殆ど又は全く生じない。核の衝突により失われたエネ
ルギーは基板１４の標的原子をその元の格子位置から動かし、これが基板１４の格子構造
に損傷を与え点欠陥を生じる。
【００２９】
　点欠陥及び停止イオン４８からの不活性気体を含むバンドは、基板１４の上表面２２に
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実質的に平行な平面内で水平に延びる。この点欠陥及び停止イオン４８からの不活性気体
は、それぞれ投射された領域の周りの散在範囲（range straggle）に分布する、類似の深
さプロファィルを有し、これが最大イオン濃度及び最大点欠陥ピークの上表面２２からの
垂直距離として計測される。本質的に全ての注入されたイオン４８は投射された領域から
の散在範囲の３倍の距離内で停止するが、これは点欠陥の深さプロファィルが不活性気体
原子の深さプロファィルと空間的に類似することを意味する。
【００３０】
　次の高温での熱アニールは、別々の点欠陥及び停止イオン４８の不活性気体原子を凝集
させて、結晶損傷層４６ａ、４６ｂの幅又は厚さにわたって分布するボイド５０を形成す
る。アニール温度及び時間によりボイド５０のサイズ及びサイズ分布を制御することがで
きる。典型的なアニール温度は、約８００℃から約１０００℃までの範囲である。熱アニ
ールはアルゴン（Ａｒ）又は窒素（Ｎ２）雰囲気のような非反応性環境で実施することが
できる。
【００３１】
　理論により拘束されることは望まないが、固溶体中でのボイド５０の形成は、オストワ
ルド熟成として知られる、熱力学的に駆動された自発的プロセスによって起ると考えられ
る。停止イオン４８からの不活性気体原子が基板１４の半導体材料から凝結（precipitat
e）するとき、エネルギー要因により、大きな凝結体が、そのサイズが収縮するより小さ
な凝結体からの点欠陥及び気体原子を引き寄せて成長する。凝集を促進する高温アニール
は、ボイド５０から不活性気体を漏れ出させてボイド５０が不活性気体で満たされないよ
うにする可能性がある。勿論、結晶損傷層４６ａ、４６ｂ内のボイド５０の一部は不活性
気体で満たされない可能性があり、ボイド５０の残りの部分は不活性気体で少なくとも部
分的に満たされる可能性がある。
【００３２】
　イオンのドーズ量、運動エネルギー、及び注入角度、並びに熱処理条件の選択は、結晶
損傷層４６ａ、４６ｂ内のボイド５０の密度及びサイズに対する高度な制御をもたらす。
ボイド５０のサイズは、典型的には、平均値又は中央値近くの中心及び標準偏差を有する
分布である。ボイド５０は、約１０ナノメートル（ｎｍ）から約５０ｎｍまでの範囲に中
央値サイズを有する比較的小さなものにすることができる。或いは、形成条件に依存して
、ボイド５０は５００ｎｍ又はそれ以上にも大きな中央値サイズを有する比較的大きなも
のにすることができる。
【００３３】
　結晶損傷層４６ａ、４６ｂは基板１４の結晶構造を崩壊させて実質的に非単結晶又はア
モルファスとなる。結晶損傷層４６ａ、４６ｂは基板１４内で深さ的に局在化し、これは
注入イオン４８のバルク濃度に関する深さプロファィルを反映する。ソース及びドレイン
領域３６、３８は、結晶損傷層４６ａ、４６ｂの深さと基板１４の上表面２２との間では
実質的に単結晶半導体材料のままにとどまる。ソース及びドレイン領域３６、３８のこれ
らの部分は、注入プロセス中に実質的に変化せず、同様にチャネル領域３７及び井戸１５
のゲート構造部３０直下の部分はイオン４８の注入中に変化しない。チャネル領域３７及
び井戸１５のゲート構造部３０直下の部分はまた、イオン４２の注入の間マスクされる（
図３）。
【００３４】
　結晶損傷層４６ａ、４６ｂはそれぞれ、結晶損傷層４６ａ、４６ｂの横方向の広がりを
ソース及びドレイン領域３６、３８に対して概ね垂直に自己整合させる注入マスク４０に
より、横方向に局所化される。同じ注入マスク４０が、ソース及びドレイン領域３６、３
８及び結晶損傷層４６ａ、４６ｂの注入に用いられ、これが自己整合をもたらす。結晶損
傷層４６ａ、４６ｂは、ゲート電極２６及びゲート誘電体２８の下にある井戸１５の内部
には存在せず、これがボイド５０による結晶損傷の不連続性を生ずる。
【００３５】
　ソース及びドレイン領域３６、３８の形成のため、及び結晶損傷層４６ａ、４６ｂの形
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成のための注入マスク４０が共通であるために、本発明の種々の実施形態は、標準ＣＭＯ
Ｓデバイス・プロセスに、最小のプロセス変更により、そして追加のマスキング・ステッ
プなしに容易に組み込むことができる。本発明の代替の実施形態において、イオン４２を
注入して基板１４の井戸１５内にソース及びドレイン領域３６、３８を形成する前に、イ
オン４８を注入して結晶損傷層４６ａ、４６ｂを形成することができる。
【００３６】
　理論により限定されることは望まないが、結晶損傷層４６ａ、４６ｂを、ソース及びド
レイン領域３６、３８の内部で上表面２２と界面３５、３９の水平縁部との間の深さに配
置することは、基板１４内の結晶損傷層４６ａ、４６ｂがソース及びドレイン領域３６、
３８の外部で基板１４内のより深い位置にある場合に比べて、ソース及びドレイン領域内
の歪みを最適化するのに効果的であり得る。結晶損傷層４６ａ、４６ｂを界面３５、３９
の水平縁部と一致する深さに配置することは、接合部漏れ(リーク)が増加する可能性があ
るのでデバイス構造体６５に対して最適ではない。
【００３７】
　一実施形態において、結晶損傷層４６ａ、４６ｂは、デバイス構造体６５の動作中にゲ
ート電極２６に制御電圧が印加されるときに現れる空乏層の外部に配置される。通常ドレ
イン領域の近くで最大となる空乏層の断面積、及び空乏層の幾何学的形状は、ゲート電極
２６に印加される制御電圧の大きさによって調節され、これがデバイス構造体６５の出力
電流を操作する。結晶損傷層４６ａ、４６ｂと空乏層の間のこの深さ関係は、デバイス構
造体６５の漏れ電流に対する結晶損傷層４６ａ、４６ｂの影響を制限することができる。
【００３８】
　同じ参照符号が図４におけると同じ構造部を示す図５に示すように、代替の実施形態に
よれば、イオン４８の運動エネルギーは、結晶損傷層４６ａ、４６ｂが、基板１４の上表
面２２に対して、図４におけるよりも深い位置に配置されるように選択することができる
。より具体的には、イオンの運動エネルギーの適切な選択により、結晶損傷層４６ａはソ
ース領域３６の界面３５の水平縁部よりも深い位置に配置することができる。結晶損傷層
４６ｂもまた、ドレイン領域３８の界面３９の水平縁部よりも深い位置に配置することが
できる。図示した実施形態において、結晶損傷層４６ａ、４６ｂは井戸１５の内部で界面
３５、３９の水平縁部よりも深い位置に配置される。しかし、結晶損傷層４６ａ、４６ｂ
は、井戸１５の半導体材料の介在部分により、依然として相互に分離されるので、結晶損
傷層４６ａ、４６ｂは不連続である。
【００３９】
　理論により限定されることは望まないが、結晶損傷層４６ａ、４６ｂを、基板１４内で
、ソース及びドレイン領域３６、３８の界面３５、３９の水平縁部よりも深い位置に配置
することは、イオン化放射によるソフト・エラー率（ＳＥＲ）の抑制を最適化するのに効
果的であり得る。具体的には、結晶損傷層４６ａ、４６ｂを構成するボイド５０が強力な
再結合中心として機能し、これが集合的に動作して、デバイス構造体６５を通り抜ける宇
宙線のようなイオン化放射の軌跡に沿って形成される電子・ホール対から生じる電荷のド
レイン領域３８による収集を減少させる。
【００４０】
　同じ参照符号が図４におけると同じ構造部を示す図６に示すように、代替の実施形態に
よれば、付加的な結晶損傷層５２ａ、５２ｂ及び結晶損傷層５４ａ、５４ｂを基板１４内
の異なる深さに形成することができる。結晶損傷層５２ａ、５２ｂ及び結晶損傷層５４ａ
、５４ｂのそれぞれの組みは、結晶損傷層４６ａ、４６ｂに類似するが異なる深さに配置
される。典型的な別の実施形態において、結晶損傷層５２ａ、５４ａは結晶損傷層４６ａ
よりも深く、ソース領域３６の下方に配置され、結晶損傷層５２ａは結晶損傷層５４ａよ
りも浅い位置に配置される。同様に、結晶損傷層５２ｂ、５４ｂは結晶損傷層４６ｂより
も深く、ドレイン領域３８の下方に配置され、結晶損傷層５２ｂは結晶損傷層５４ｂと結
晶損傷層４６ｂの間に配置される。
【００４１】
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　別の代替の実施形態において、結晶損傷層５４ａ、５４ｂをデバイス構造から削除して
、ソース及びドレイン領域３６、３８内に含まれる結晶損傷層４６ａ、４６ｂと、上表面
２２からソース及びドレイン領域３６、３８により分離される結晶損傷層５２ａ、５２ｂ
とだけが存在するようにすることができる。或いは、結晶損傷層の付加的な組み（図示せ
ず）を、結晶損傷層４６ａ、４６ｂ、５２ａ、５２ｂ、５４ａ、５４ｂを含むデバイス構
造に加えることができる。
【００４２】
　結晶損傷層５２ａ、５２ｂ及び結晶損傷層５４ａ、５４ｂ、並びに結晶損傷層４６ａ、
４６ｂ対する、基板１４の上表面２２からの異なる深さは、異なるイオン注入プロセスの
各々に対する独自のイオン運動エネルギーを選択することによって生ずることができる。
結晶損傷層４６ａ、４６ｂ、結晶損傷層５２ａ、５２ｂ、及び結晶損傷層５４ａ、５４ｂ
の異なる組みに対するイオン・ドーズ量及びアニール温度は、密度及びサイズのようなボ
イド５０、５３、５５の特性を設計するように選択することもできる。典型的な実施形態
において、結晶損傷層５４ａ、５４ｂ内のボイド５５のサイズは、結晶損傷層５２ａ、５
２ｂ内のボイド５３のサイズよりも小さく、このボイド５３のサイズは結晶損傷層４６ａ
、４６ｂ内のボイド５０のサイズよりも小さい。結晶損傷層５２ａ、５２ｂは、井戸１５
の半導体材料の介在部分により連続せず互いに分離される。同様に、結晶損傷層５４ａ、
５４ｂは、井戸１５の半導体材料の別の介在部分により連続性を欠いて互いに隔てられる
。
【００４３】
　これらの図５、図６の代替の実施形態においても、ソース及びドレイン領域３６、３８
の形成のため、及び結晶損傷層４６ａ、４６ｂ、５２ａ、５２ｂ、５４ａ、５４ｂの形成
のための注入マスク４０の共通性は、異なる運動エネルギーにおける多数の連続的自己整
合注入を標準的ＣＭＯＳデバイス・プロセスに容易に組み込むことを可能にする。この組
み込みは最小のプロセス変更により、そして付加的なマスキング・ステップなしに可能で
ある。理論により限定されることは望まないが、結晶損傷層４６ａ、４６ｂをソース及び
ドレイン領域３６、３８内で比較的浅い位置に配置すること、並びに、結晶損傷層５２ａ
、５２ｂ、及び結晶損傷層５４ａ、５４ｂを基板１４内でソース及びドレイン領域３６、
３８よりも深い位置に配置することは、ソース及びドレイン領域３６、３８内の歪み及び
ＳＥＲ抑制を同時に最適化するのに効果的であり得る。
【００４４】
　同じ参照符号が図４及びその後の製造段階におけると同じ構造部を示す図７を参照する
と、注入マスク４０及びハードマスク層２０（図４）は、それぞれ、例えば溶媒及び湿式
化学エッチングにより基板１４の上表面２２から除去される。ゲート電極２６、ゲート誘
電体２８、ソース及びドレイン領域３６、３８、及びチャネル領域３７がデバイス構造体
６５を構成し、この構造体はさらに結晶損傷層４６ａ、４６ｂを含む。ゲート誘電体２８
はゲート電極２６をチャネル領域３７から分離させ、その結果ゲート電極２６は基板１４
と直接電気的に接触しない。チャネル領域３７は、ソース及びドレイン領域３６、３８が
形成される際に保護される井戸１５の部分を構成するが、一方の側面にソース領域３６が
横に並び、反対の側面にドレイン領域３８が横に並ぶ。典型的な実施形態において、チャ
ネル領域３７はソース及びドレイン領域３６、３８と接する。
【００４５】
　一実施形態において、デバイス構造体６５は、井戸１５がｐ型井戸であり、チャネル領
域３７がｐ型井戸内に画定され、ソース及びドレイン領域３６、３８がｎ型にドープされ
た基板１４の半導体材料からなる、ｎ型チャネル電界効果トランジスタとすることができ
る。或いは、デバイス構造体６５は、井戸１５がｎ型井戸であり、チャネル領域３７がｎ
型井戸内に画定され、ソース及びドレイン領域３６、３８がｐ型にドープされた基板１４
の半導体材料からなる、ｐ型チャネル電界効果トランジスタとすることができる。一実施
形態において、ｐ型チャネル電界効果トランジスタのデバイス構造体６５、及びｎ型チャ
ネル電界効果トランジスタのデバイス構造体６５を基板１４の上に製造して当業者には既
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知であるようにＣＭＯＳペアを形成することができる。
【００４６】
　結晶損傷層４６ａ内のボイド５０により引き起こされるソース領域３６の体積膨張、及
び結晶損傷層４６ｂ内のボイド５０により引き起こされるドレイン領域３８の体積膨張は
、ソース及びドレイン領域３６、３８内の半導体材料に力を加え、これがチャネル領域に
伝達される。圧縮性応力がデバイス構造体６５のソース及びドレイン領域３６、３８から
チャネル領域３７に伝達される。デバイス構造体６５がｐ型チャネル電界効果トランジス
タである場合、圧縮応力は数メガパスカルにもなる可能性があり、チャネル領域３７に加
えられてホール移動度を向上させるように作用し、従って、デバイスの速度及び性能を向
上させるように作用する。ボイド５０の特性は、結晶損傷層４６ａ、４６ｂからチャネル
領域３７に伝達される圧縮性応力の大きさを調整するように設計することができる。
【００４７】
　自己整合プロセスは、結晶損傷層４６ａ、４６ｂをソース及びドレイン領域３６、３８
の下方にだけ、そしてゲート構造部３０の下方の井戸１５への実質的な横方向の侵食なし
に形成する。その結果、デバイス構造体６５のチャネル領域３７への結晶損傷の影響は、
基板１４に埋め込まれた連続的な損傷層を設ける従来の手法に比べると、最小になる。勿
論、横方向の散在範囲及び他の物理的現象が、チャネル領域３７又はより一般的にはゲー
ト構造部３０の直下の井戸１５の部分内に結晶損傷層４６ａ、４６ｂを短距離だけ浸透さ
せる。いずれにしても、結晶損傷層４６ａ、４６ｂは、ゲート電極２６及びゲート誘電体
２８によって定められるゲート構造部の下方で横方向に有意な距離(significant distanc
e)を延長することはなく、その結果、結晶損傷層４６ａ、４６ｂはゲート構造部３０の下
方で如何なる型の連続性も有しない。
【００４８】
　結晶損傷層４６ａ、４６ｂを構成するボイド５０はまた、金属ゲッタリング及び局所的
なキャリア寿命制御に効果的な中間バンド・ギャップ・トラップを有益に与えることがで
きる。さらに、結晶損傷層４６ａ、４６ｂは、限定的なドービング濃度を有する浅い接合
部により特徴付けられるデバイス構造体６５に深刻な問題を起す可能性のある、ソース及
びドレイン領域３６、３８からのドーパントの拡散流出を削減又は防止するのに有効であ
り得る。結晶損傷層４６ａ、４６ｂの存在により軽減されなければ、ドーパントの拡散流
出は、実際に浅い接合部を形成する機能に下限を定める。イオン４８の斜め注入は、ボイ
ド５０に横方向に不均一な分布をもたせることができる。ソース及びドレイン領域３６、
３８の内部の全体的なドーピング濃度を維持することにより、拡散を防ぎドーパント損失
を軽減するための結晶損傷層４６ａ、４６ｂが存在するので、浅い接合部のデバイス構造
体においてデバイス性能を向上させることができる。
【００４９】
　導電層５６、５８は、それぞれ、基板１４の上表面２２の近くでソース及びドレイン領
域３６、３８の内部に形成される。導電層５６、５８は、当業者には周知の従来のシリサ
イド化プロセスにより形成されるシリサイド材料で構成することができる。局所相互接続
（Ｍ１）メタライゼーション層のための誘電体層６０が基板１４の上表面２２の上に加え
られる。誘電体層６０の内部に形成されるコンタクト６２、６４、６６は、ゲート電極２
６に、並びにソース及びドレイン領域３６、３８の上の導電層５６、５８に電気的に結合
される。次に、標準的な加工プロセスが続くが、それには層間誘電体層及び導電性ビアの
形成、並びに、コンタクト６２、６４、６６及び付加的なデバイス構造体６５に対する他
の類似のコンタクトと結合された後工程（ＢＥＯＬ）配線構造部の上部メタライゼーショ
ン・レベル（Ｍ２レベル、Ｍ３レベルなど）に含まれるメタライゼーションの形成が含ま
れる。
【００５０】
　本明細書において、「垂直」、「水平」などの用語は、例証として、しかし限定的にで
はなく、基準フレームを確立するために用いられる。本明細書で用いられる用語「水平」
は、実際の３次元空間的配向とは無関係に、半導体基板の通常の平面に平行な平面として
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定義される。用語「垂直」は今定義した水平に垂直な方向を指す。「の上に」、「上方に
」、「下方に」、「側に」（「側壁」におけるような）、「上部に」、「下部に」、「の
上方に」「真下に」、及び「下に」のような用語は水平平面に対して定義される。種々の
他の基準フレームを用いて、本発明の趣旨及び範囲から逸脱せずに本発明を説明すること
ができることを理解されたい。また本発明の構造部は図面中で必ずしも一定の尺度で示さ
れてはいないことを理解されたい。さらに、用語「含む」、「有している」、「有する」
、「伴う」又はそれらの変形体が詳細な説明又は請求項において用いられる範囲において
、それらの用語は用語「含んでいる（comprising）」と同様に包括的であることが意図さ
れている。
【００５１】
　層、領域又は基板のような要素が別の要素の「上に」又は「上方に」あると記述される
場合、その要素は他の要素の直接上に又は上方にあることができ、或いは介在要素があっ
ても良いことを理解されたい。反対に、要素が他の要素の「直接上に」又は「直接上方に
」あると記述される場合は、介在要素は存在しない。また要素が別の要素に「接続される
」又は「結合される」と記述される場合、その要素は他の要素に直接接続又は直接結合さ
れることができ、或いは介在要素が存在しても良いことを理解されたい。反対に、要素が
別の要素に「直接接続される」又は「直接結合される」と記述される場合は、介在要素は
存在しない。
【００５２】
　本明細書において構造体の製造は、製造段階及びステップの特定の順序によって説明さ
れた。しかし、順序は説明されたのとは異なっても良いことを理解されたい。例えば、２
つ又はそれ以上の製造ステップの順序は、示した順序に関して交換することができる。さ
らに２つ又はそれ以上の製造ステップは、同時に又は部分的に同時に実施することができ
る。さらに、種々の製造ステップを削除することができ、他の製造ステップを加えること
ができる。全てのそのような変形体は本発明の範囲に入ることを理解されたい。また本発
明の構造部は、図面中で必ずしも一定の尺度で示されてはいないことを理解されたい。
【００５３】
　本明細書で用いられる用語は、特定の実施形態を説明するためだけのものであり、本発
明を限定することを意図したものではない。本明細書で用いられる単数形「１つの（a）
」、「１つの（an）」、及び「その（the）」は、そうでないことを文脈が明確に示さな
い限り、同様に複数形を含むことが意図されている。さらに、用語「含む（comprises）
」及び／又は「含んでいる（comprising）」は本明細書で用いられるとき、記述された構
造部、完全体、ステップ、操作、要素、及び／又はコンポーネントの存在を指定するが、
１つ又は複数の他の構造部、完全体、ステップ、操作、要素、コンポーネント、及び／又
はそれらの群を除外しないことを理解されたい。
【００５４】
　添付の特許請求の範囲における、対応する構造体、材料、動作、及び全ての手段又はス
テップ及び機能要素の等価物は、具体的に請求された他の請求要素と組み合せてその機能
を実施するための任意の構造体、材料、又は動作を含むことが意図されている。本発明の
説明は、例証及び説明のために示されたものであり、網羅的であること又は本発明を開示
された形態に限定することを意図したものではない。当業者には、本発明の範囲及び趣旨
から逸脱することなしに多くの修正及び改変が明白となるであろう。実施形態は、本発明
の原理及びその実際的な用途を最も良く説明するため、及び、当業者が特定の企図された
用途に適するように種々の修正を加えた種々の実施形態に関して本発明を理解することを
可能にするために選択され記述された。
【図面の簡単な説明】
【００５５】
【図１】本発明の一実施形態によるデバイス構造体に関する製造プロセスの連続的な段階
における、基板の一部分の概略的断面図である。
【図２】本発明の一実施形態によるデバイス構造体に関する製造プロセスの連続的な段階
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【図３】本発明の一実施形態によるデバイス構造体に関する製造プロセスの連続的な段階
における、基板の一部分の概略的断面図である。
【図４】本発明の一実施形態によるデバイス構造体に関する製造プロセスの連続的な段階
における、基板の一部分の概略的断面図である。
【図５】本発明の別の実施形態によるデバイス構造体の図４に類似した概略的断面図であ
る。
【図６】本発明の別の実施形態によるデバイス構造体の図４に類似した概略的断面図であ
る。
【図７】本発明の一実施形態によるデバイス構造体に関する製造プロセスの連続的な段階
における、基板の一部分の概略的断面図である。
【符号の説明】
【００５６】
１０、１２：浅いトレンチ分離領域
１４：基板
１５：井戸（ウェル）
１６：ゲート誘電体層
１８：ゲート導電体層
２０：ハードマスク層
２２：基板１４の上表面
２４：レジスト層
２５、２７：ゲート電極２６の側壁
２６：ゲート電極
２８：ゲート誘電体
３０：ゲート構造部
３２、３４：側壁スペーサ
３５、３９：接合部（界面）
３６：ソース領域
３７：チャネル領域
３８：ドレイン領域
４０：注入マスク
４２、４８：イオン（一方向矢印）
４４：ゲート電極２６の上表面
４６ａ、４６ｂ、５２ａ、５２ｂ、５４ａ、５４ｂ：結晶損傷層
４７、４９：結晶損傷層の端部
５０、５３、５５：ボイド
５６、５８：導電層
６０：誘電体層
６２、６４、６６：コンタクト
６５：デバイス構造体
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